
 

日本郵政建築株式会社 御中 

 

機 密 保 持 約 諾 書 

 

 

                           （以下「乙」という。）は、日本郵政建築株式会社（以下「甲」

という。）が実施する「営繕業務サポートシステム更改及びクラウドサービス環境提供の委託」案

件の調達に係る入札（以下「本件目的」という。）に当たり、乙が甲から提供・開示を受ける情報

（各種設計書等）について、次のとおり機密保持義務を負うことを約諾する。 

 

第１条 （定義）  

本約諾書において、機密情報とは、本件目的のために甲が乙に開示する情報（各種設計

書等）及び開示する情報の補足のために、口頭、文書、または磁気記録媒体等の媒体・手

段の如何にかかわらず、甲から提供・開示された一切の情報をいう。 

 

第２条 （機密情報取扱者） 

１．乙は、本件目的の実現のために甲に機密情報の提供・開示を求めるに当たり、あらかじ

め機密情報取扱者を指定する。 

２．乙は、機密情報取扱者を指定したとき及び機密情報取扱者を変更したときは、直ちに甲

に書面でその旨を通知する。 

３．乙は、機密情報取扱者をして、本約諾書に定める乙の義務と同一の義務を遵守させるこ

とを約諾する。 

 

第３条 （機密情報の保持） 

１．乙は、甲から事前に書面により承諾を得た第三者を除き、機密情報を第三者に一切提供・

開示しない義務を負う。 

２．乙は、本約諾書に定める機密保持義務を遵守するために、善良なる管理者の注意をもっ

て機密情報を管理する。 

 

第４条 （第三者に機密情報を提供・開示した場合） 

 乙は、前条第１項に基づき、甲の書面による事前の承諾を得て機密情報を第三者に

提供・開示した場合には、当該第三者をして本約諾書に定める乙の義務と同一の義務

を負わせ、これを遵守させることを約諾する。乙が、その取締役、監査役、社員、弁

護士、税理士又は公認会計士等に機密情報を開示又は提供した場合も同様とする。 

 

第５条 （複写・複製・改変の禁止） 

１．乙は、機密情報について、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、複写・複製（機

密情報のデータを保存するＰＣ又は磁気・光学記録媒体から他のＰＣ又は磁気・光学記録

媒体への複製を含む。）及び改変を行わない。 

２．乙は、前項に基づき、甲の書面による事前の承諾を得て複写物・複製物・改変物を作成

した場合は、これらについても機密情報として取り扱う。 



 

 

第６条 （目的外使用の禁止） 

乙は、本件目的を実現するために必要な限りにおいて、機密情報を使用する。 

 

第７条 （知的財産権の取扱い） 

１．乙は、すべての機密情報の所有権が甲に帰属し、機密情報の提供・開示により、甲が乙

に対し、機密情報に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、著作権等の知的財産権に基づ

く権利の実施許諾を与えるものではないことを確認する。 

２．乙は、機密情報に基づき発明、考案等（以下「発明等」という）をなすに至った場合は、

速やかに甲にその旨を書面により通知し、発明等に関する産業財産権及びその登録を受け

る権利の帰属を含めた発明等の取扱いについて、甲と別途協議の上、決定する。 

 

第８条 （機密情報の返還） 

乙は、本約諾書に基づき有体物の形態で開示された機密情報（その複製物を含む）を甲

の指示に基づき全て返還する。また、甲の承諾を得てＰＣ等に登録、複製等した情報があ

る場合には、甲の指示に基づき全て消去する。 

なお、乙は、口頭によって開示された情報及び本条に基づき返還、消去された機密情報

の内容についても、引き続き、本約諾書に基づく機密保持義務に服する。 

 

第９条 （譲渡禁止） 

乙は、本約諾書上の地位並びに本約諾から生じた権利及び義務を甲の事前の書面による

承諾なく第三者に譲渡しない。 

 

第１０条 （損害賠償） 

乙は、乙及び第三者が故意又は過失により本約諾書のいずれかの条項に違反した結果、

甲に損害を与えた場合には通常かつ現実に発生する損害について、全て賠償責任を負う。 

 

第１１条 （約諾書内容の変更） 

乙は、本約諾書の修正・変更が、甲乙間の書面による合意がない限り効力を生じないこ

とを確認する。 

 

第１２条 （有効期間） 

本約諾書に基づく乙の義務は、甲が乙に対して当該義務を解除するまで有効とする。 

 

第１３条 （再委託の制限） 

 乙は、事前に甲の書面による承諾がない限り、本件目的を第三者に再委託しない。甲の

事前の書面による承諾に基づき第三者に本件目的を再委託する場合、乙は、当該再委託

先に本約諾書の乙の義務と実質的に同内容の義務を負わせ、再委託先がこれに違反した

場合には、乙は甲に対して直接、損害賠償責任を負う。 

 

第１４条 （管理状況の報告・調査） 

１．乙は、甲から取得機密情報の管理状況について、書面による報告を求められた場合に

は、速やかにこれに応じる。 



 

２．乙は、甲から事前に書面により通知した上で、取得機密情報の管理状況を調査するた

め、乙の事業所等に立ち入ることを求められた場合には、これに応じ、かつ協力する義

務を負う。 

 

第１５条 （事故発生時の報告・措置） 

１．乙は、取得機密情報の不正アクセス、破壊、改ざん、紛失及び漏えい等その他の事故

若しくは本約諾書に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知った場合は、

直ちに甲に報告するとともに、その対応等を甲と協議し、甲の指示に従って適切な措置

を講じる。 

２．乙は、前項の事故又は事態について、取得機密情報の主体その他の者から損害賠償請

求その他の請求を受けたときは、乙は、甲の事前の承諾に基づき、乙の費用と責任負担

で対応する。 

３．乙は、前第１項の事故又は事態に関する再発防止策について検討し、甲と協議の上決

定した再発防止策を乙の責任と費用負担で講じる。 

 

第１６条 （協議） 

乙は、本約諾書に定めのない事項又は本約諾について甲及び乙において解釈を異にし

た事項については甲と誠意をもって友好的に協議の上解決する。 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

住所 

 

 

     所属・役職・氏名                            ㊞ 


